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佐
賀
県
訓
令
甲
第
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二
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現
地
機
関 

 
 
 

 

佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
施
行
に
伴
う
関
係
訓
令
の
整
備
に
関

す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日 
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賀
県
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佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
施
行
に
伴
う
関
係
訓
令 

 
 
 

の
整
備
に
関
す
る
訓
令 

 

（
佐
賀
県
文
書
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

佐
賀
県
文
書
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
中
「
企
業
誘
致
推
進
監
専
決
事
項
」
の
下
に
「
、
特
区
調
整
監
専
決
事
項
」

を
加
え
る
。 

（
佐
賀
県
本
庁
決
裁
等
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

佐
賀
県
本
庁
決
裁
等
規
程
（
平
成
十
六
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
五
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五

号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

四 

特
区
調
整
監 

 
 

第
十
二
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

特
区
調
整
監
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
特
区
調
整
監
が
不
在
の

と
き
は
、
雇
用
労
働
課
長
が
そ
の
事
務
を
決
裁
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


